
定額給付金、い よいよ給付されます！家計緊急支援対策
スタート！

特集1

　全国の市区町村が事業主体となって「定額給付金」の準備を進めています。この事業は、  景気後退下での住民の生活不安に対処するため、経済的な生活支援を行うことを目的と
し、広く給付することによって、地域の経済対策に役立つものです。給付対象者は、平 成21年 2月 1日現在で住民基本台帳に登録している方と外国人登録原票に登録してい
る方（不法滞在者および短期滞在者は除きます）です。給付額は12,000円。給付対象者 18歳以下と65歳以上の方は20,000円を受給できます。
　この特集では、定額給付金を円滑に受給していただくため、受給の方法や注意点など を紹介します。
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　景気後退による生活不安に対処するための緊急支援

なぜ今、定額給付金なの？（2つの目的）

　地域経済の活性化にも役立つ生活支援

　世界的な不況によって生じた景気の後退は住民の暮ら
しを直撃しました。生活者の不安にきめ細かく対処する
ために、政府では「生活対策」として家計への緊急支援
策を実施することとしました。当初は特別減税などを実
施する予定でしたが、住民に広く行き渡ることを重視し、
すべての住民を対象とした定額給付金になったものです。

　定額給付金は、住民に現金を給付することで、住民の
生活を支援します。加えて、給付金を広く給付すること
で、地域の経済対策にも役立ちます。現在、市区町村や
商工関係の団体では、給付金を受け取った住民に消費を
促すことを目的とした政策を企画しているところもあり
ます。例えば、給付金の額よりも10%ほど増額した商品
券を発行し、地域の商店街などで使用する「プレミアム
付き商品券」や、給付金の消費を促す「消費拡大セール」
などがあげられます。

現金を給付することで確実
な支援を実施するんだね。

そうくん

国内で生活するほぼすべての
方々が対象です .。

むうくん

しょう子ちゃん

給付金は、地域で使
えば、経済効果にも
つながるのね。

　給付対象者は住民基本台帳と外国人登録原票に記録されている人

だれに、いくら給付されるの？

　給付の対象者は、基準日（平成21年２月１日）において、
　（１）住民基本台帳に記録されている者
　（２）外国人登録原票に登録されている者（不法滞在
　　　  者および短期滞在者のみ対象外）
のいずれかです。

　給付対象者 1人につき 12,000円（又は 20,000 円）が給付されます

　給付額は給付対象者１人につき12,000円です。
　ただし、基準日において65歳以上の方および18歳以
下の方については、１人につき20,000円となります。
　申請をし受給するのは、その世帯の世帯主の方（外国
人については登録されているそれぞれの方）です。

19歳～64歳
～18歳
65歳～

だれが、この事業を実施するの？
　それぞれの市区町村が事業を実施します。政府は制度
の骨格を示し、財源を全額、市区町村に支出するという
仕組みです。

基準日（平成21年2月1日）現在



　① 郵送による申請

申請はどのようにすればいいの？
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　給付申請のタイムスケジュール

　申請受付の開始日は住民登録又は外国人登録をされている市区町村が決定します。
　申請の期限は、申請受付の開始日から６カ月です。

　② 窓口による申請

　③ 窓口現金受領による申請

　まず、市区町村が定額給付金の申請書を申請・受給者にあてて送付します。申請者は、振込先の金融機関の口座を
記した申請書を本人確認書類※の写しとともに市区町村へ郵送します。市区町村では内容を確認した上で、給付を決定
します。市区町村は、指定された口座に給付金を振り込みます。

　市区町村が定額給付金の申請書を申請・受給者にあて
て送付します。
　申請者は、振込先の金融機関の口座を記した申請書を
市区町村の窓口に提出します。窓口では、ご本人である
ことを確認し、申請書などを受理します。
　市区町村では給付を決定し、指定された口座に給付金
を振り込み、手続が完了します。

　①②が原則ですが、金融機関の口座をお持ちでない方
や金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方などに
は、窓口での現金受領ができます。
　まず、市区町村が定額給付金の申請書を申請・受給者
にあてて郵送します。
　申請者は、申請書を窓口に提出します。窓口では、本
人確認書類※により、申請者の本人確認を実施した後に
申請書などを受理します。
　市区町村では内容を確認した上で、給付を決定。市区
町村は窓口で受給者に現金を給付します。

いつまでに給付申請すればいいの？
総務省

まずは市区町村
から申請書が送
られて来ますよ。

※実際の給付のスケジュールは、市区町村によって異なります。

申請受付の開始日から６カ月

定額給付金、いよいよ給 付されます！家計緊急支援対策スタート！
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申請書のイメージ

　一般的な申請手続は次のとおりです（市区町村によって若干の違いがありますので、市区町村からの案内をご参照
ください）。

　● 住民基本台帳カード（写真付き）
　● 運転免許証
　● パスポート
　● その他、市区町村長が適当と認めるもの

※本人確認書類
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定額給付金　ここを教えて

　定額給付金は、給付対象者1人あたり12,000円が給付されますが、18歳以下、
65歳以上には20,000円が給付されます。このページでは、年齢の細かい定義、
新生児や死亡者、外国人の場合の対象者など定額給付金についての疑問にお答
えします。

すでに不審な電話が発生し
ています！　実際に電話が
かかってきたら市区町村や
警察に連絡してください。

ご注意ください！　振り込め詐欺

　最近、さまざまな手口の振り込め詐欺が
発生しています。市区町村や総務省などの
職員が、ATM（現金自動預払機）の操作を
お願いしたり、給付のために手数料などの
振込を求めることは決してありません。定
額給付金の給付をよそおった振り込め詐欺
に注意してください。

定額給付金、いよいよ給 付されます！家計緊急支援対策スタート！
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　　　基準日に65歳以上とありますが、生年月日はいつ以前の人をいうの？Q 1 

  定額給付金の給付では、「基準日において65歳以上の者」とは、昭和19年２月２日以前に出生した方のこ
とです。これは、「年齢計算ニ関スル法律」に基づく算出方法です。A 

　　　基準日に 18歳以下とありますが、生年月日はいつ以降の人をいうの？Q 2 
  定額給付金の給付では、「基準日において18歳以下の者」とは、平成２年２月２日以降に出生した方のこ
とです。これは、「年齢計算ニ関スル法律」に基づく算出方法です。平成２年２月２日に出生した方につい
ては、定額給付金については18歳以下として取り扱いますので、給付額は 20,000 円となります。上記の
法律の考え方によると、平成21年２月１日24 時に満19歳になるからであり、同日のほとんどを18歳と
して過ごしていることによるものです。

A 

Q & A 

　　　基準日に出生、または死亡した場合の給付はどうなるの？Q 3
  基準日に出生した方については、給付の対象になります。また基準日に死亡した方についても、給付の
対象となります。
　なお、基準日より後に死亡した方も給付の対象となります。

A 

　　　外国人登録者も給付されるそうですが、対象には資格があるの？Q 4 
  基本的に外国人登録原票に登録
されているすべての外国人が対
象となります。ただし、在留期
間を過ぎて不法に残留するなど
在留の資格を持たずに在留する
方、在留の資格のない不法在留
者、観光客などの短期滞在者な
どは給付の対象外となります。

A 

　　　基準日の翌日以降に引っ越した場合の定額給付金の給付はどうなるの？Q 5 
  定額給付金は基準日現在において住民基本台帳に記録されている方を対象として給付されるため、基準
日の翌日以降に引っ越した場合であっても、基準日において住民登録されていた市区町村から給付を受け
ることとなります（外国人登録原票に登録されている方も同様です）。

A 

　　　給付の開始と終了はいつになるの？Q 6 
  各市区町村が年度内の給付開始を目指して作業を進めているところですが、申請の受付開始日は市区町
村によって異なります。給付の終了時期については、市区町村における申請の受付開始日から６カ月後と
なっていますが、詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

A 

外国人の場合は給付対象者が申請・受給者となっていますが、申請・受給
者が赤ちゃんや子どもの場合はどうやって申請するの？Q 7

  外国人の場合、申請・受給者が未成年のときは、法定代理人等が申請を行うことが可能です。A 

私と子どもの２人家族で、基準日現在では私が世帯主です。子どもが成人
している場合は、子どもの分は別に給付されるの？Q 8

  申請・受給者は基準日現在の世帯主です。あなた様のお子さまが成人されていても、あなた様が申請・
受給者であることにかわりはありません。A 

在留資格の分類

  （１）永住外国人（永住者、特別永住者）

  （２）身分または地位に基づき在留する外国人

　　     日本人の配偶者等、永住外国人の

              配偶者等、定住者

  （３）就労目的で在留する外国人

  （４）非就労目的で在留する外国人

  （５）出生等により一定期間在留できる者

  （６）在留の資格なし（不法滞在者）

  （７）短期滞在（＝観光客ほか）

○給付対象

給付対象か否かの区分

①右記②以外   ② 在留資格を有
 　さず在留する者

×給付対象外

  （例）在留期間を
     過ぎて不法に
     残留する者

○給付対象

×給付対象外

×給付対象外

[         ]
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　プレミアム付き商品券を発行！

定額給付金を地域の経済に役立てる取組

給付についての詳細は
住民登録（又は外国人登録）をしている

市区町村へご確認ください

　定額給付金は市区町村が主体となって
実施されます。市区町村から申請書が送
られてきますので、内容や申請期限をよ
くご確認の上、給付金を受給する手続を
進めてください。なお、定額給付金につ
いて不明な点があれば、住民登録をして
いる市区町村にお問い合わせください。

　定額給付金の目的は住民の生活支援を行うことですが、あわせて地域の経済対策に資するということがあ
げられます。現在、定額給付金を地域の中で消費していただき、地域の発展につなげようと、地方自治体と
経済団体がさまざまな方策を企画しています。

　「プレミアム付き商品券」は、例えば市区町村が商工
関係団体と共同で、給付金の給付開始に合わせて 10～
20％程度上乗せした金額の商品券を発行し（11,000 円
～ 12,000 円の券を 10,000 円で販売するということで
す）、地域の商店で使用できる仕組みを整えるものです。
平成 21年１月末現在で、129の市区町村が発行を予定
しています。

　消費拡大セールを実施する！

　定額給付金の給付の日程に合わせ、地域の商店街な
どで消費拡大セールの実施を予定しているところもあ
ります。

　みんなの寄附で広く地域に活用する！

　給付金を受け取った住民に寄附を募り、市区町村が
実施するさまざまな取組に活用していく市区町村もあ
ります。
　なお、都道府県・市区町村に寄附を行った場合は、い
わゆる「ふるさと納税」の対象となり、所得税や個人
住民税の軽減措置が受けられます。

Doctor
Heli

定額給付金、いよいよ給 付されます！家計緊急支援対策スタート！

特集1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 180
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 180
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




